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こ
う
し
た
事
態
を
受
け
、
一
九
九
九
年
一
月
十
二
日
、
東
京
都
練
馬
区
の
市
民
グ
ル
ー
プ
「
練
馬
で
の
日
米
共
同
演
習
の
中

止
を
求
め
る
緊
急
ア
ピ
ー
ル
」
運
動
に
よ
る
、
防
衛
庁
と
外
務
省
へ
の
署
名
簿
提
出
及
び
交
渉
に
同
行
し
た
事
実
を
ふ
ま
え 

 

て
、
以
下
に
質
問
を
列
挙
す
る
。 

防
衛
庁
・
陸
上
自
衛
隊
と
東
京
防
衛
施
設
局
は
、
一
九
九
八
年
十
一
月
五
日
、
東
京
都
と
練
馬
区
に
対
し
、
一
九
九
九
年
一

月
二
十
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
に
か
け
て
、
陸
上
自
衛
隊
朝
霞
駐
屯
地
等
で
「
日
米
共
同
方
面
隊
指
揮
所
演
習
（
日
本
）
」
が 

 

行
わ
れ
る
こ
と
と
、
朝
霞
駐
屯
地
施
設
の
一
部
を
米
軍
が
使
用
す
る
た
め
に
、
日
米
地
位
協
定
に
基
づ
く
手
続
き
を
進
め
る
こ

と
を
通
知
し
た
。
し
か
し
上
記
の
件
に
関
し
、
事
態
が
詳
細
に
東
京
都
民
、
同
練
馬
区
民
、
埼
玉
県
民
に
報
告
さ
れ
て
い
る
と

は
認
め
ら
れ
ず
、
朝
霞
駐
屯
地
周
辺
住
民
を
中
心
に
不
安
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
。 

（
2
） 

一
九
九
九
年
一
月
十
二
日
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
練
馬
区
民
た
ち
の
防
衛
庁
訪
問
に
同
行
し
た
際
、
対
応
し

た
係
官
は
「
演
習
は
『
日
本
有
事
に
備
え
る
も
の
』
」
と
の
べ
た
が
、
「
日
本
有
事
」
と
は
な
に
か
。
政
府
の
想
定
す

（
1
） 

「
日
米
共
同
方
面
指
揮
演
習
」
（
「
ヤ
マ
サ
ク
ラ
35
」
。
以
下
「
Ｙ
Ｓ
35
」
と
す
る
）
の
目
的
は
何
か
。 
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（
4
） 

一
九
九
八
年
十
一
月
十
九
日
付
『
朝
雲
』
に
よ
れ
ば
、
「
Ｙ
Ｓ
35
」
に
は
、
陸
上
自
衛
隊
側
は
「
東
部
方
面
隊
な

ど
約
二
千
人
」
「
米
軍
は
約
千
百
人
」
が
参
加
す
る
と
あ
る
が
、
東
部
方
面
隊
の
あ
る
い
は
東
部
方
面
隊
以
外
の
、 

 

ど
の
部
隊
が
、
ど
の
よ
う
な
演
練
目
的
で
、
そ
れ
ぞ
れ
何
人
参
加
す
る
の
か
。 

（
3
） 

一
九
九
五
年
十
月
二
十
九
日
付
『
朝
日
新
聞
』
に
よ
れ
ば
、
同
年
一
月
、
陸
上
自
衛
隊
北
熊
本
駐
屯
地
を
中
心
に

実
施
さ
れ
た
「
ヤ
マ
サ
ク
ラ
27
」
は
、
朝
鮮
半
島
か
ら
対
馬
、
壱
岐
を
経
て
侵
攻
し
て
き
た
「
茶
色
軍
」
が
博
多
湾

に
上
陸
し
、
北
部
九
州
を
占
領
し
た
と
い
う
想
定
の
下
に
行
わ
れ
た
と
い
う
。
記
事
の
中
で
自
衛
隊
幹
部
は
、
「
茶 

 

色
軍
」
と
は
、
北
朝
鮮
（
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
）
の
軍
隊
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

ま
た
、
米
軍
の
参
加
部
隊
は
、
在
日
米
軍
あ
る
い
は
在
日
米
軍
以
外
の
ど
の
部
隊
で
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
、

何
人
参
加
す
る
の
か
、
詳
述
さ
れ
た
い
。 

る
事
態
を
列
挙
し
説
明
さ
れ
た
い
。 

今
回
の
「
Ｙ
Ｓ
35
」
は
、
ど
の
よ
う
な
想
定
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
の
か
、
政
府
は
明
確
に
答
え
ら
れ
た
い
。

ま
た
、
今
回
の
仮
想
敵
国
は
、
ど
の
国
の
軍
隊
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
動
き
に
対
処
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の

か
、
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。 

二 

 



 

（
7
） 

（
6
）
に
触
れ
た
米
軍
へ
の
施
設
の
「
新
規
提
供
」
の
目
的
を
、
政
府
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
冒
頭
に
の
べ
た

外
務
省
訪
問
の
際
、
対
応
し
た
係
官
は
、
「
新
規
提
供
」
は
、
「
Ｙ
Ｓ
35
」
の
た
め
で
あ
る
が
、
今
後
実
施
さ
れ
る 

 
 

日
米
共
同
演
習
に
お
い
て
も
、
米
軍
が
同
様
に
使
用
す
る
た
め
で
あ
る
旨
の
べ
た
が
、
こ
れ
は
政
府
の
正
式
見
解 

 

か
。 

（
6
） 

平
成
十
年
十
二
月
十
八
日
付
『
官
報
』
二
五
三
一
号
に
よ
れ
ば
、
防
衛
施
設
庁
長
官
は
同
年
十
二
月
十
七
日
、
朝

霞
駐
屯
地
施
設
の
一
部
の
、
合
衆
国
軍
隊
へ
の
「
新
規
提
供
」
を
決
定
し
た
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
駐
屯
地
の
、
ど

の
施
設
お
よ
び
ど
の
区
域
か
、
防
衛
施
設
庁
は
明
確
に
さ
れ
た
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
上
記
『
官
報
』
に
言
う
、

「
土
地
・
約
千
七
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
は
ど
の
部
分
か
、
「
建
物
・
約
一
万
四
千
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
は
ど
の
建 

 
 

物
か
、
ま
た
「
工
作
物
・
水
道
等
」
の
「
工
作
物
」
お
よ
び
「
等
」
に
当
た
る
も
の
を
明
示
さ
れ
た
い
。 

（
5
） 

こ
れ
ま
で
の
「
ヤ
マ
サ
ク
ラ
」
演
習
と
日
米
共
同
の
実
動
演
習
の
す
べ
て
、
お
よ
び
「
日
米
共
同
統
合
演
習 

 
 

（
キ
ー
ン
エ
ッ
ジ
）
」
の
指
揮
所
演
習
と
実
動
演
習
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
実
施
の
年
月
日
、
場
所
、
想
定
さ
れ
た 

 
相
手
国
と
想
定
そ
の
も
の
を
含
む
演
練
の
内
容
を
詳
細
に
示
さ
れ
た
い
。 

ま
た
『
官
報
』
の
記
述
は
、
き
わ
め
て
曖
昧
で
、
い
か
よ
う
に
も
拡
張
解
釈
で
き
る
文
言
で
あ
る
が
、
米
軍
の
使

三 

 



 

（
11
） 

東
京
都
お
よ
び
練
馬
区
か
ら
は
「
新
規
提
供
」
に
つ
い
て
反
対
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
。
当
該
地
方
自
治
体
か 

 

（
10
） 

（
6
）
に
触
れ
た
防
衛
施
設
庁
の
決
定
は
、
（
9
）
に
触
れ
た
「
部
屋
の
提
供
」
と
い
か
な
る
関
係
を
有
す
る
の

か
、
「
部
屋
の
提
供
」
は
、
上
記
『
官
報
』
に
言
う
「
新
規
提
供
」
に
含
ま
れ
る
の
か
否
か
、
防
衛
施
設
庁
と
外
務 

 
 

 

省
は
、
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
9
） 

一
九
九
八
年
十
一
月
五
日
、
東
京
都
と
同
練
馬
区
に
通
知
さ
れ
た
、
朝
霞
駐
屯
地
内
施
設
・
「
約
24
平
方
メ
ー 

 
 

ト
ル
の
部
屋
の
提
供
」
に
つ
い
て
、
「
手
続
き
が
未
了
で
あ
る
」
と
す
る
外
務
省
に
対
し
、
防
衛
施
設
庁
は
「
す
で 

 
 

に
手
続
き
を
終
え
て
い
る
」
と
説
明
し
、
矛
盾
し
て
い
る
。
防
衛
施
設
庁
と
外
務
省
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
部
屋
の
提 

 
 

供
」
の
目
的
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
8
） 

政
府
は
、
「
新
規
提
供
」
に
当
た
り
、
東
京
都
、
練
馬
区
、
朝
霞
市
、
和
光
市
、
新
座
市
の
関
連
各
自
治
体
に
何

時
、
ど
の
よ
う
に
同
意
を
取
り
付
け
た
の
か
。
政
府
が
各
自
治
体
に
申
入
れ
た
の
は
何
時
で
、
各
自
治
体
側
か
ら
回

答
を
受
け
た
の
は
何
時
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
交
渉
を
進
め
た
か
。
経
過
と
内
容
の
詳
細
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。 

用
目
的
、
使
用
期
間
や
頻
度
を
明
記
し
な
い
の
は
な
ぜ
か
。 

四 

 



 

 

五 

ら
、
「
新
規
提
供
」
に
つ
い
て
同
意
で
き
な
い
旨
の
回
答
が
あ
っ
た
場
合
、
政
府
は
ど
う
対
処
す
る
つ
も
り
か
。
地 

 

元
の
同
意
が
な
く
て
も
「
新
規
提
供
」
は
強
行
す
る
の
か
。
「
は
い
」
「
い
い
え
」
で
答
え
ら
れ
た
い
。 

（
12
） 
「
は
い
」
と
回
答
し
た
場
合
、
政
府
は
、
「
地
元
自
治
体
や
住
民
の
同
意
は
必
要
な
い
」
と
考
え
て
い
る
と
見
な

さ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
に
相
違
な
い
か
。 

（
13
） 

地
元
住
民
は
朝
霞
駐
屯
地
の
再
米
軍
基
地
化
に
重
大
な
懸
念
を
有
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
「
新
規
提
供
」
を

突
破
口
に
、
今
後
、
朝
霞
駐
屯
地
が
再
び
恒
常
的
な
米
軍
基
地
と
化
す
こ
と
は
な
い
の
か
。
「
は
い
」
「
い
い
え
」 

 
 

で
回
答
さ
れ
た
い
。 

（
14
） 

昨
今
の
米
兵
に
よ
る
相
次
ぐ
不
祥
事
を
受
け
、
地
元
住
民
の
あ
い
だ
で
は
朝
霞
駐
屯
地
周
辺
に
お
け
る
米
兵
の
犯

罪
行
為
が
非
常
に
危
惧
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
政
府
は
「
Ｙ
Ｓ
35
」
の
共
同
開
催
者
と
し
て
こ
う
し
た
住
民
の
不
安

を
解
消
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
方
策
を
採
っ
た
か
。
詳
述
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


